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★この議案書は個人情報に配慮するため一部加工しています 

 



 № 議案番号 件　　　　　　　　　　名 頁

 1 第 39号議案 吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例
1

 2 第 40号議案 吉川市地域公共交通協議会条例の一部を改正する条例 3

 3 第 41号議案 吉川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する条例の一部を改正する条例
5

 4 第 42号議案 工事請負契約の締結について 6

 5 第 43号議案 工事請負契約の締結について 7

 6 第 44号議案 工事請負契約の締結について 8

 7 第 45号議案 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 9

 8 第 46号議案 市道の路線廃止及び認定について 11

 9 第 47号議案 教育委員会委員の任命について 12

 10 第 48号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について 15

 11 第 49号議案 令和５年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 17

 12 第 50号議案 令和５年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて
18

 13 第 51号議案 令和５年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について
19

 14 第 52号議案 令和５年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
20

 15 第 53号議案 令和５年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について
21

 16 第 54号議案 令和５年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計歳入歳出決算の認定について
22

 17 第 55号議案 令和５年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて
23

 18 第 56号議案 令和５年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 24

 19 第 57号議案 令和６年度吉川市一般会計補正予算（第３号） －

 20 第 58号議案 令和６年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） －



 21 第 59号議案 令和６年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第１号） －

 22 第 60号議案 令和６年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） －

 23 第 61号議案 令和６年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計補正予算（第１号）
－

 24 第 62号議案 令和６年度吉川市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） －

 25 第 63号議案 吉川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 25
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第３９号議案 

　　　吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

　吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年吉川市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 改正後 改正前

  

別表第２（第４条関係） 

　

 

別表第２（第４条関係） 

　

 機関 事務 特定個人情報

 １　市長 生活に困窮

する外国人

に対する生

活保護の措

置に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの

略

 生活保護法（昭和２

５年法律第１４４

号）による保護の実

施又は就労自立給付

金若しくは進学・就

職準備給付金の支給

に関する情報（以下

「生活保護関係情

報」という。）であ

って規則で定めるも

の

 略

 略

 機関 事務 特定個人情報

 １　市長 生活に困窮

する外国人

に対する生

活保護の措

置に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの

略

 生活保護法（昭和２

５年法律第１４４

号）による保護の実

施又は就労自立給付

金若しくは進学準備

給付金の支給に関す

る情報（以下「生活

保護関係情報」とい

う。）であって規則

で定めるもの 

　

 略

 略
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　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の一部改正に伴い、用語の整理をしたいので、

この案を提出するものである。 
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第４０号議案 

　　　吉川市地域公共交通協議会条例の一部を改正する条例 

　吉川市地域公共交通協議会条例（令和５年吉川市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな

い場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。

以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（設置） 

第１条　地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、地域公

共交通計画（法第５条第１項に規定する地域公

共交通計画をいう。次条において同じ。）の作

成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９

条第４項及び道路運送法施行規則（昭和２６年

運輸省令第７５号）第４条第２項の規定に基づ

き、市民の生活に必要な旅客輸送の確保その他

の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を

行うため、吉川市地域公共交通協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。 

 

　（設置） 

第１条　地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、地域公

共交通計画（法第５条第１項に規定する地域公

共交通計画をいう。次条において同じ。）の作

成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、

道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７

５号）第９条の２の規定に基づき、市民の生活

に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の

増進を図るために必要な協議を行うため、吉川

市地域公共交通協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 
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　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省

令第７５号）の一部改正に伴い、運賃等に関する協議方法の変更その他所要の改正をした

いので、この案を提出するものである。 

 

  

　（分科会） 

第７条　略 

２　前項の規定にかかわらず、道路運送法第９条

第４項の規定により運賃等について協議を行う

場合においては、分科会を設置することとし、

当該分科会の決定をもって協議会の決定とす

る。 

３　分科会の委員は、第３条第２項に規定する者

のうち、会長が必要と認めたものとする。ただ

し、前項に規定する協議を行う場合において

は、第３条第２項に規定する者のうち、道路運

送法第９条第４項各号に掲げる者のいずれかに

該当するものとする。 

４　略

 

　（分科会） 

第７条　略 

 

 

 

 

 

２　分科会の委員は、第３条第２項に規定する者

のうち、会長が必要と認めたものとする。 

 

 

 

 

３　略 
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第４１号議案 

　　　吉川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の一部を

改正する条例 

　吉川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例（平成２７年

吉川市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

 

　　　附　則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　農地面積の減少により、農業委員会等に関する法律施行令（昭和２６年政令第７８号）

で定める基準に従い、農業委員の定数を見直したいので、この案を提出するものである。 

 

 改正後 改正前

  

　（農業委員の定数） 

第２条　吉川市農業委員会の委員の定数は、１４

人とする。 

 

　（農業委員の定数） 

第２条　吉川市農業委員会の委員の定数は、１８

人とする。
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第４２号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区１号調整池修景工事（その１） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年９月３０日まで 

４　請負金額　　２５８，８３０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３丁目２３番３０号 

　　　　　　　　氏名又は名称　シン建工業株式会社 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　北清太郎 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　吉川美南駅東口周辺地区１号調整池修景工事（その１）の請負契約を締結したいので、

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川

町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４３号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１１） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年７月３１日まで 

４　請負金額　　１４９，７１０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３  

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社内田緑化興業 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　殿井正仁 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１１）の請負契約を締結したいので、吉川市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第

６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４４号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１２） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　契約締結日から令和７年７月３１日まで 

４　請負金額　　１６７，２００，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３  

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社内田緑化興業 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　殿井正仁 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１２）の請負契約を締結したいので、吉川市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第

６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第４５号議案 

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、埼玉県後

期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更することについて議決を求める。 

　　令和６年９月２日提出 

 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律（令和５年法律第４８号）による高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）の一部改正に伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合規約を変更するこ

とについて協議するため、地方自治法第２９１条の１１の規定により、この案を提出する

ものである。 
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別紙 

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年指令市第２０７９号）の一部を次の

ように変更する。 

次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という。）を当該変更

部分に対応する同表の変更後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 

附　則 

　この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

 変更後 変更前

  

別表第１（第４条関係） 

 

別表第１（第４条関係） 

　

 １　略 

２　資格確認書等の引渡し 

３　資格確認書等の返還の受付 

４～６　略

 １　略 

２　被保険者証及び資格証明書の引渡し 

３　被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

４～６　略
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第４６号議案 

　　　市道の路線廃止及び認定について 

　次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１　路線廃止 

 

２　路線認定 

 

令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人 

提案理由 

吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業による新設道路の路線認定をするとともに、

大字三輪野江地内の開発に伴い起点又は終点が変更となる路線の廃止及び認定をしたいの

で、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、

この案を提出するものである。 

 

 路　線　名 起　点 終　点

 ３－４９０
大字三輪野江字蓮沼２２９３番１

地先

大字三輪野江字根ノ町１９８７番

１地先

 路　線　名 起　点 終　点

 ２－７６６ 大字高久字佐左エ門９１５番地先 大字高久字佐左エ門５２１番地先

 ２－７６７
大字高久字佐左エ門５１４番２地

先

大字高久字佐左エ門５２３番１地

先

 ２－７６８ 大字高久字小帳９２３番地先 大字高久字小帳８６０番１地先

 ２－７６９ 大字中曽根字九反１３５８番地先 大字高久字小帳８９６番地先

 ２－１８２３ 大字高久字小帳８９５番地先 大字高久字小帳８７０番３地先

 ２－１８２４ 大字高久字小帳８９５番地先 大字高久字小帳８６９番地先

 ２－１８２５ 大字高久字小帳８９５番地先 大字高久字小帳８６７番１地先

 ２－１８２６ 大字高久字小帳８６０番２地先
大字中曽根字九反１３５６番２地

先

 ２－１８２７
大字高久字佐左エ門５２２番１地

先

大字高久字佐左エ門２１７番１地

先

 ３－４９０
大字三輪野江字根ノ町１９８７番

１地先

大字三輪野江字根ノ町１９８８番

１地先
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第４７号議案 

　　　教育委員会委員の任命について 

　教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　小林照男 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　教育委員会委員の小林照男氏が令和６年９月３０日をもって任期満了となるため、再度

任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　小林照男 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴　 

平成　８年　９月から 

○○○○○○○ 

現在に至る 

 

平成１９年　１月から 

公益社団法人野田青年会議所理事長 

平成１９年１２月まで 

 

平成２２年　４月から 

千葉県野田市学校評議員 

平成２３年　３月まで 

 

平成２３年　１月から  

社会福祉法人コビーソシオ理事長 

現在に至る 

 

平成２５年　８月から  

埼玉県三郷市子ども・子育て会議委員 

現在に至る 
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平成２６年１２月から  

茨城県境町戦略会議委員 

現在に至る 

 

平成２７年１０月から  

吉川市総合戦略推進審議会委員 

現在に至る 

 

　平成２８年１０月から 

吉川市教育委員会委員 

現在に至る 

 

平成３１年　５月から  

千葉県保育協議会千葉県近未来研究所所長 

現在に至る 

 

令和　３年　６月から  

社会福祉法人四恩会理事 

現在に至る 

 

令和　６年　４月から  

社会福祉法人慈紘園理事 

現在に至る 
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第４８号議案 

　　　固定資産評価審査委員会委員の選任について 

　固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　土屋雄志 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　固定資産評価審査委員会委員の戸井田均氏が令和６年９月１６日をもって任期満了とな

るため、その後任に土屋雄志氏を選任することについて同意を得たいので、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　土屋雄志 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴 

　平成１８年５月から 

　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　平成２６年４月まで 

 

　平成２６年４月から 

　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　平成２９年１月まで 

 

　平成２９年２月から 

　　　　　　　　　　　　○○○○○○○ 

　現在に至る 
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第４９号議案 

令和５年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市一般会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第５０号議案 

令和５年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第５１号議案 

令和５年度吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付す

る。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第５２号議案 

令和５年度吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市介護保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　 
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第５３号議案 

令和５年度吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第５４号議案 

　　　令和５年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和５年度

吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の

意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第５５号議案 

　　　令和５年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和５年

度に生じた利益について令和５年度吉川市水道事業剰余金処分計算書（案）のとおり処分

することについて議決を求め、同法第３０条第４項の規定により、令和５年度吉川市水道

事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 

 



24

第５６号議案 

　　　令和５年度吉川市下水道事業会計決算の認定について 

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和５年

度吉川市下水道事業会計決算を別添監査委員の意見を付けて認定に付する。 

　　令和６年９月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人 
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第６３号議案 

　　　吉川市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

　吉川市国民健康保険条例（昭和３４年吉川町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整

備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

　　令和６年９月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

 改正後 改正前

  

第１６条　この市は、世帯主が法第９条第１項若

しくは第５項の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした場合においては、その者に対

し、１００,０００円以下の過料を科する。 

 

 

 

第１６条　この市は、世帯主が法第９条第１項若

しくは第９項の規定による届出をせず、若しく

は虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しく

は第４項の規定により被保険者証の返還を求め

られてこれに応じない場合においては、その者

に対し、１００,０００円以下の過料を科する。 
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改正する法律（令和５年法律第４８号）による国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の一部改正に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 

 


